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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
に
つ
き
上
北
地
域
県
民
局
長
が
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の

二
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六

十
一
号)

第
十
四
条
の
二
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

紺
野
商
事
株
式
会
社

紺
野

末
吉

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
六
の
六

平
成

��

･

�･

�

区

分

名

称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
市
南
佃
一
丁
目
四
の
一
〇

変
更
後

株
式
会
社
柿
本
石

油

柿
本

和
夫

青
森
市
南
佃
一
丁
目
五
の
五

平
成
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��
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平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成20年７月16日 水曜日 第2959号 �

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対

象
区
域

午
前
十
一
時
か
ら

八
月
十
九
日

正
午
ま
で

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合竜
飛
支
所

外
ヶ
浜

町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

外
ヶ
浜
町
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
三
�
支
所
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

舟
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

弥
蔵
釜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
平
舘
支
所
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

大
平
会
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

塩
越
会
館

午
前
十
時
か
ら

八
月
二
十
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
裏
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
ま
で

今
別
町
東
部
漁
業
協
同
組
合

奥
平
部
支
所

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

〃

砂
ケ
森
本
所

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

〃

袰
月
支
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時
ま
で

〃

大
泊
支
所

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

浜
名
公
民
館

今
別
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

大
川
平
文
化
会
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

今
別
町
役
場
前

午
前
十
時
か
ら

八
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

�
田
村
役
場
前

�
田
村

午
後
一
時
か
ら

九
月
二
日

午
後
二
時
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合
清
水
川
支

所

平
内
町

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

内
童
子
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
か
ら

九
月
三
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合

本
所
車
庫

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

〃
東
田
沢
支
所
荷
捌
所

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃
茂
浦
支
所

午
前
十
時
か
ら

九
月
四
日

午
前
十
一
時
ま
で

山
口
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

平
内
町
立
体
育
館

午
後
一
時
か
ら

九
月
八
日

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

三
戸
町
役
場
斗
川
支
所

三
戸
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
九
日

午
前
十
一
時
ま
で

〃

猿
辺
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

三
戸
町
民
体
育
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
一
日

正
午
ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

� �
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青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

む
つ
市
大
畑
町
新
町
一
二
三
の
一

畑
中

と
わ

公

告

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
社
団
法
人
六
ケ
所
村
農
業
総
合
公
社
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

青 森 県 報�����	
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午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

石
亀
地
区
研
修
セ
ン
タ
ー

田
子
町

午
前
十
一
時
か
ら

九
月
十
六
日

正
午
ま
で

五
戸
町
役
場
浅
田
支
所

五
戸
町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

倉
石
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

五
戸
町
役
場
川
内
支
所

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

五
戸
町
立
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
九
日

午
前
十
時
ま
で

西
越
地
区
公
民
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

〃

正
午
ま
で

新
郷
村
役
場
車
庫
前

新
郷
村

午
後
二
時
か
ら

九
月
二
十
五
日

午
後
三
時
ま
で

農
村
婦
人
の
家

階
上
町

午
前
九
時
か
ら

九
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

階
上
漁
業
協
同
組
合

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は
し
か
み

午
後
一
時
か
ら

九
月
二
十
九
日

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

南
部
町
立
福
地
公
民
館
車
庫

南
部
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
三
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

南
部
町
立
中
央
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

南
部
町
立
剣
吉
公
民
館

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
二
日

正
午
ま
で

南
部
町
役
場
南
部
分
庁
舎
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

十
月
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

� �
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農
地
等
売
買
事
業(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
三
戸
八
日
町
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二
の
二

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

金
五
合
資
会
社

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二

無
限
責
任
社
員

松
尾

官
平

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
三
戸
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
三
戸
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
年
十
一
月
十
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

年
七
月
八
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

一
二
五
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

第
二
駐
車
場
の
廃
止
に
伴

う
位
置
変
更
の
み
、
収
容

台
数
は
変
更
な
し

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り)

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

駐
車
場
の

自
動
車
の

出
入
口
の

数
及
び
位

置

八
か
所

(

位
置
は
、
届

出
書
添
付
図
面
の
と
お

り)

四
か
所

(

位
置
は
、
届
出

書
添
付
図
面
の
と
お
り)

平
成

��・

�・
��

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

� �



� �

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

(

青
森
県
議
会
議
員
一
般

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
の
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
青
森

県
議
会
議
員
一
般
選
挙

(

弘
前
市)

の
候
補
者
氏
名
西
谷
洌
の
第
１
回
分
の
表
中

｢
収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

維
新
会

政
治
団
体

2,500,000

菊
池
清
二

会
社
員

900,000

そ
の
他
の
寄
附

0件
0

そ
の
他
の
収
入

1,000,000

今
回
計

4,400,000

前
回
計

0

総
計

4,400,000
｣

を

｢
収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

自
由
民
主
党
青
森
県

政
党

300,000

支
部
連
合
会

維
新
会

政
治
団
体

2,500,000

菊
池
清
二

会
社
員

900,000

そ
の
他
の
寄
附

0件
0

そ
の
他
の
収
入

1,000,000

今
回
計

4,700,000

前
回
計

0

総
計

4,700,000
｣

に
訂
正
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中｢

理
事
、
次
長｣

を｢

理
事
、
技
監
、
次
長｣

に
改
め
、｢

教
育
次
長｣

の
下
に

｢

、
教
育
環
境
推
進
監｣

を
加
え
、

｢
｢

を

に
改
め
、

｣
｣
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青
森
県
第

三
六
一
号

副
産
石
灰
肥

料

ホ
タ
テ
で
元

気
二
四
〇
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
〇
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

青
森
エ
コ
サ
イ

ク
ル
産
業
協
同

組
合

青
森
市
安
方
二

丁
目
一
一
の
九

� �

副
所
長
、
課
長

副
所
長
、
次
長
、
課
長



� �
｢
(

中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
に
置
く
も
の
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
弘
前
市
の
項
中

｢
(

課
に
置

く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、｢

事
務
局
長
、
課
長
、
事
務
局
次
長｣

を｢

課
長｣

に
、

｢
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長｣

を｢

事
務
局
長
、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中｢

副
室
長｣

の
下
に

｢
(

部
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
、

｢

課
長
、
管
理
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ

｣

ー｣

を

｢

管
理
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
、

｢
課
長
、
室
長｣

を

｢

課
長｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
黒
石
市
の
項
中

｢

総
看

｣

護
師
長｣

を｢

看
護
局
長｣

に
改
め
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中｢

行
政
係
長｣

を｢

行
政
文
書
係
長｣

に
改
め
、
同
表
三
沢
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

む
つ
市
の
項
中

｢

防
災
専
門
監
、
税
務
調
整
監｣

を

｢

防
災
調
整
監
、
秘
書
広
聴
監｣

に
改
め
、

｢

理
事
、
次
長｣

の
下
に

｢

、
税
務
調
整
官｣

を
加
え
、

｢

、
環
境
保
全
対
策
専
門
監｣

、

｢

、
室

長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

及
び

｢

、
事
務
管
理
係
長｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｢

教
育
部
長｣

の
下
に

｢

、

｣

理
事｣

を
加
え
、
同
表
つ
が
る
市
の
項
中

｢

教
育
推
進
監
、
課
長
、
室
長｣

を

｢

教
育
推
進
監
、
課

長｣

に
、

｢

支
所
長
、
課
長｣

を

｢

支
所
長｣

に
改
め
、
同
表
平
川
市
の
項
中

｢

行
政
係
長｣

の
下

に

｢

、
秘
書
係
長｣

を
加
え
、

｢

を

｣
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保
育
所

所
長

う
み
ね
こ
学

園

園
長

保
育
所

所
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
局
長
、
科
長
、

所
長
、
薬
局
長
、
看
護
局
長
、
副
看

護
局
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、

課
長
、
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
、

主
幹

(

職
員
団
体
担
当)

、
主
査

(

職
員
団
体
担
当)

診
療
所

所
長

公
民
館

館
長

(

中
央
公
民
館
に
置
く
も
の
に

限
る
。)

診
療
所

所
長

保
育
所

所
長

出
先

機
関

お
お
ぞ
ら
児

館
長

童
セ
ン
タ
ー

病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
看
護

局
長
、
事
務
局
長
、
課
長

公
民
館

館
長

図
書
館

館
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
看
護

局
長
、
事
務
局
長
、
課
長

出
先

機
関

公
民
館

館
長

収
入
役
室

室
長

会
計
管
理
者

室

会
計
管
理
者

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
事
務
局
長
、
課
長
、
室
長

監
査
委
員
事

務
局

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

� �



� �
｢

に
改
め
、
同
表

｣

平
内
町
の
項
中

｢

、
総
務
課
調
整
監｣
を
削
り
、

｢

人
事
担
当｣

を

｢

庁
舎
管
理
担
当｣

に
、

｢

庁

舎
管
理
担
当)

、
総
務
課
課
長
補
佐

(
法
規
担
当｣

を

｢

人
事
、
予
算
担
当｣

に
改
め
、
同
表
�
田

村
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

鰺
ケ
沢
町
の
項
中

｢

行
政
班
長｣

を

｢

室
長
、
人
事
班
長｣

に
改
め
、

｢

、
教
育
次
長｣
を
削
り
、

同
表
藤
崎
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

鶴
田
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

野
辺
地
町
の
項
中

｢

財
政
課
課
長
補
佐｣

を

｢

企
画
財
政
課
課
長
補
佐

(

予
算
担
当)

｣

に
改
め
、

｢

総
務
課
総
括
主
幹

(

人
事
担
当)

｣

の
下
に

｢

、
総
務
課
主
幹

(

人
事
担
当)

｣

を
加
え
、
同
表

六
ケ
所
村
の
項
中

｢

教
育
次
長
、
課
長｣

の
下
に

｢

、
室
長｣

を
加
え
、
同
表
お
い
ら
せ
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣
東
通
村
の
項
中

｢

財
政
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

経
営
管
理
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同

表
風
間
浦
村
の
項
中

｢

総
務
課
課
長
補
佐

(

人
事
担
当)

｣

を

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改

め
、
同
表
三
戸
町
の
項
中

｢

課
長｣

の
下
に

｢

、
総
務
課
財
政
指
導
監｣

を
加
え
、
同
表
五
戸
町
の

項
中

｢
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教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
事
務
局
長
、
課
長
、
室
長

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

事
務
局
長

監
査
委
員
事

務
局

事
務
局
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

保
育
所

統
括
保
育
所
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
総
看
護
師
長
、
事

務
長

保
育
所

統
括
保
育
所
長

保
育
所

所
長

出
先

機
関

児
童
館

館
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
総
看
護
師
長
、
薬

局
長
、
事
務
長
、
事
務
次
長

公
民
館

館
長

学
校
給
食
共

同
調
理
所

所
長

出
先

機
関

病
院

院
長
、
副
院
長
、
総
看
護
師
長
、
薬

局
長
、
事
務
長
、
事
務
次
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

農
業
委
員
会

事
務
局

事
務
局
長

教
育
委
員
会

事
務
局

教
育
長
、
課
長

出
先

機
関

支
所

支
所
長

(

倉
石
支
所
に
置
く
も
の
に

限
る
。)

� �



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

田
子
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

南
部
町
の
項
中

｢

総
務
課
推
進
監｣

を

｢

総
務
課
課
長
補
佐

(

人
事
担
当)

｣

に
改
め
、
同
表
新
郷

村
の
項
中

｢

収
入
役
室｣

を

｢

会
計
管
理
者
室｣

に
、

｢

室
長｣

を

｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
、
同

表
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

｢

、
む
つ
衛
生
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削
り
、
同
表
上
北
地

方
教
育
・
福
祉
事
務
組
合
の
項
中

｢

収
入
役
室｣

を

｢

会
計
管
理
者
室｣

に
、

｢

課
長｣

を

｢

会
計

管
理
者｣

に
改
め
、
同
表
黒
石
地
区
清
掃
施
設
組
合
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー
事
務
組
合
の
項
を
削
り
、
同
表
北
部
上
北
広
域
事
務
組

合
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
総
看

護
師
長
、
事
務
局
長

診
療
所

所
長

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

所
長

病
院

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
総
看

護
師
長
、
事
務
局
長

出
先

機
関

診
療
所

所
長

介
護
老
人
保

健
施
設

施
設
長
、
看
護
師
長

給
食
セ
ン
タ

ー

所
長

介
護
老
人
保

健
施
設

施
設
長
、
看
護
師
長

青
森
県
交
通

災
害
共
済
組

合

会
計
管
理
者

収
入
役
室

課
長

会
計
管
理
者

室

会
計
管
理
者

� �


